
1/9 

第 １０期 柏 市 高齢者 い きいきプラン２１策定支援業務委託  

   プロポ ーザル 募 集要領  

 

１  業 務委託 の 目 的及び 概 要  

 (1) 目的  

 本 業務委 託は ， 老 人福祉法 第２０ 条の８及び 介護保 険法第１

１ ７条に 基 づ く「第 １ ０期柏市高齢者いきいきプラン２１（令

和 ９年度 か ら 令和１ １ 年度）」の計画策定にかかる支援業務を

委 託する も の である 。  

 高 齢者の 増 加 及び後 期高齢化，生産年齢人口の減少がますま

す 進行し て い く中， 高 齢者を取り巻く課題やニーズはこれまで

以 上に複 雑 化 ・複合 化 しており，これらの問題に対応するため

に は，中 長 期 的な視 野 に立った施策の展開を図る必要がある。  

 第 １０期 柏 市 高齢者 いきいきプラン２１の策定にあたり，高

齢 者に係 る 各 種調査 ， 調査結果の分析，考察，計画策定に必要

な 各種デ ー タ の収集 ・ 分析及び課題の整理等を行い，将来推計

及 び施策 の 方 向性を 検 討していく必要があることから，民間事

業 者のノ ウ ハ ウを活 か した高い分析力及び企画力を求めるもの

で ある。  

 (2) 業務 内 容  

ア  第 １０期 計 画策定 のための基礎調査  

イ  第 １０期 計 画策定  

ウ  柏 市健康 福 祉審議 会高齢者健康福祉専門分科会  

エ  業 務の進 捗 管理  

 (3) 契約 期 間  契約 締 結日から令和９年３月３１日まで  

 (4) 予定 金 額 （上限金 額 ）  

 予 定契約 期 間 ２年間 の合計の予定金額は，１５，９３３千円

（ 令和７ 年 度 ：７， ４ ３３千円，令和８年度：８，５００千円

が 各年度 の 上 限額） を 上限額とする。  

※消 費 税及び地 方 消費税を含む金額（１０％で計算）  

※ 令 和 ８ 年 度 に お け る 予 算 は ， 債 務 負 担 行 為 を 設 定 し て い る 。  

２  参 加資格  

 参加資 格を 有す る 者 は，公募 日か ら契約締結日 にお いて，次の
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要 件の全 て を 満たす者 と する。  

 (1) 下記 区 分 において ， 柏市競争入札参加資格者として登録され

て いるこ と 。  

  ア  業種 区 分 ：委託   

  イ  営業 種 目 ：調査 ・ 計画  

  ウ  取扱 品 種 目：健 康 ・福祉計画  

(2) 地方 自治法 施 行令（ 昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４ の規定 に 該 当しな い こと。  

 (3) 会 社更生 法 （ 平 成１４年 法律 第１５４号） に基 づく更生の手

続 き 又 は 民 事 再生 法 （ 平成 １１ 年法 律第 ２２ ５号 ）に 基づ く 再

生 の 手 続 の 申 立て が な され てい る者 （競 争入 札参 加資 格者 と し

て ，再度 確 認 を受け た 者を除く。）に該当しないこと。  

 (4) 柏 市建設 工 事 請 負業者等 指名 停止要領（昭 和６ ２年４月１日

制 定 ） に 基 づ く指 名 停 止又 は柏 市入 札契 約暴 力団 対策 措置 要 領

（ 平 成 ２ ６ 年 １２ 月 １ ８日 制定 ）に 基づ く指 名排 除を 受け て い

な いこと ｡ 

 (5) 手形 交換 所 によ る 取引停止 処 分を受けてから ２ 年を経過しな

い 者 又 は こ の 公募 の 日 ６か 月以 内に 手形 若し くは 小切 手を 不 渡

り にした 者 に 該当し な いこと。  

(6) 本店 が日本 国 内 にあり，人 的及 び物的設備を 充足 しているこ

と （責任 者 が 常勤し て いること。）。  

 (7) 許認 可 等  

 こ のプロ ポー ザ ル により選 定され た受託業者 は，次 のいずれ

か の許認 可 を 有して い ること。  

ア  一 般財 団法 人 日 本情報経 済社会 推進協会が 認定す るプライ

バシ ーマー ク  

  イ  ＩＳ Ｏ ／ ＩＥＣ ２ ７００１又はＪＩＳ  Ｑ  ２７００１  

 (8) 本 市を含 め ， 契 約日時点 で人 口が２０万人 を超 える市区が令

和 ２ 年 度 以 降 に発 注 し た， 契約 期間 が１ 年以 上の ，高 齢者 福 祉

の 分 野 に お け る市 民 の 意識 ・ニ ーズ 調査 の業 務委 託及 び計 画 策

定 等の支 援 業 務受託 の 履行実績があること。  

 な お，実 績 の 案件の 同一又は別を問わない。  

３  全 体スケ ジ ュ ール（ 予 定）  
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日程 内容 

令和７年 ４月 １日（火） 公募日 

参加意思表明書等受付開始 

質疑書受付開始 

令和７年 ４月２１日（月）午後５

時まで 

質疑書受付終了 

令和７年 ４月２８日（月） 質疑書に対する回答 

令和７年 ４月２８日（月）午後５

時まで 

参加意思表明書等受付終了 

令和７年 ５月２日（金） 参加の可否通知 

提案書等受付開始 

令和７年 ５月１５日（木）午後５

時まで 

提案書等受付終了 

令和７年 ５月２８日（水） プレゼンテーションの実施 

プレゼンテーションの実施日から約

１週間後に通知 

審査結果通知発送 

令和７年 ６月１３日（金） 契約日（予定） 

 ※ 1 各 実 施 日 は 特 段 の 事 情 が 生 じ た 場 合 は 変 更 す る こ と が あ る 。  

 ※ 2 受付は ，日 曜 日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭  

    和２３ 年法 律 第１７８号）に規定する休日以外の日の午前  

    ９時か ら午 後 ５時までとする。  

４  質 問受付  

 委託業 務の 内容 ， 提 案書等の 作成 及び提出等に つい て質問事項

が ある場 合 に は，次の と おり質疑書を提出すること。  

 (1) 受付 期 間  

 令 和７年 ４月 １ 日 （火）か ら同年 ４月２１日 （月） 午後５時

ま で  

 (2) 受付 方 法  

 質 疑 書 （ 第 ５ 号 様 式 ） に 必 要 事 項 を 記 入 の 上 ， 電 子 メ ー ル

（ 送 信 先 ： kourei@city.kashiwa.chiba.jp） で 提 出 す る こ と 。

メ ー ル の 件 名 には 【 い きい きプ ラン ２１ プロ ポー ザル に係 る 質

問 】 と 記 載 し ，送 信 後 に必 ず送 信し た旨 の電 話連 絡を する こと 。  
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 なお ， 電 話など口 頭 による質問，及び，評価等に影響を及ぼ

す 恐れが あ る 質問（ 参 加業者数・参加業者名・選定委員等）に

つ いては 受 付 及び回 答 は一切しない。  

(3) 回答方 法  

 質 問に対 する 回 答 は，令和 ７年４ 月２８日（ 月）ま でに，柏

市 オフィ シ ャ ルウェ ブ サイトにて掲載する。  

５  参 加意思 表 明  

 プロポ ーザ ルへ の 参 加を希望 する 場合には，次 のと おり書類を

提 出する こ と 。提出期 限 までに提出が無かった場合は，プロポー

ザ ルへの 参 加 は認めな い 。  

(1) 参加意 思 表 明期間  

 令 和７年 ４月 １ 日 （火）か ら同年 ４月２８日 （月） 午後５時

ま で（必 着 ） （ただ し ，土日祝日を除く）  

(2) 提出先  

 〒 ２７７ － ８ ５０５  千葉県柏市柏五丁目１０番１号  

 柏 市役所 健 康 医療部 高齢者支援課  

(3) 提出方 法  

 持 参又は 郵 送  

(4) 提出書 類  

  ア  参加 意 思 表明書 （ 第１号様式）  

イ  誓 約書（ 第 ２号様 式）  

ウ  暴 力団排 除 に関す る誓約書（第３号様式）  

エ  会 社（法 人 ）概要 （第４号様式）  

オ  ２ （７） を 確認で きる書類の写し  

  カ  ２（ ８ ） の実績 の 契約書の写し及び仕様書  

(5) 参加の 可 否  

 参 加資格 の審 査 を 行い，令 和７年 ５月２日（ 金）ま でに参加

意 思表明 を し た全て の 者に対して参加の可否を電子メールによ

り 連絡す る 。  

６  辞 退の方 法  

 参加意 思表 明を し た 後に参加 を辞 退するときは ，令 和７年５月

１ ５日（ 木 ） 午後５時 ま でに辞退届（第６号様式）を柏市健康医

療 部高齢 者 支 援課まで 郵 送又は持参により提出すること。この場
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合 におい て ， 参加の辞 退 は，撤回することができない。  

 な お ， 提 案 書 等 の 提 出 期 限 を 経 過 し て も 提 案 書 等 の 提 出 が な い

場合は， 参 加 を辞退し た ものとみなす。  

７  提 案書等 の 作 成及び 提 出  

 プロポ ーザ ルへ の 参 加意思表 明を した者は，次 のと おり書類を

提 出する こ と 。  

 (1) 提出 期 間  

 令 和 ７ 年 ５ 月 ２ 日 （ 金 ） か ら 同 年 ５ 月 １ ５ 日 （ 木 ） 午 後 ５ 時

ま で（必 着 ）  

(2) 提出先  

 〒 ２７７ － ８ ５０５  千葉県柏市柏五丁目１０番１号  

 柏 市役所 健 康 医療部 高齢者支援課  

(3) 提出方 法  

  持 参又は 郵 送  

 (4) 提出 書 類   

 参 加 意 思 表 明 を し た 者 は ， 次 に 掲 げ る 書 類 を ８ 部 （ 正 本 １ 部 ，

副 本７部 ） 提 出する も のとする。  

  ア  実施 体 制 計画書 （ 第７号様式）  

  イ  提案 書 （ 自由様 式 ）  

  ウ  経費 見 積 書（自 由 様式）  

  エ  業務 工 程 表（自 由 様式）  

  オ  ２（ ８） で 作 成した計 画書 を一部抜粋し たも の。計画書の

   内 容 を修正 また は 加工したものは不可とする。  

 (5) 提案 書 に 記載する 事 項  

   １０ 期 計 画策定の た めの基礎調査における調査項目の提案  

 (6) 提出 書 類 作成等に 当 たっての留意事項  

  ア  Ａ４ 判で 作 成 し，１部 ずつ ファイルにと じる こと（ファイ

   ル の 表紙及 び背 表 紙に提出者名及び正本又は副本の別を記載

   す る ととも に， 副 本については部ごとに整理番号を付けるこ

   と 。 ）。な お， Ａ ３判の資料は，折りたたんでファイルにと

   じ る ことが でき れ ば可とする。  

  ウ  使用 す る 文字の 大 きさは，１０ポイント以上とすること。  

  エ  提案 書の ペ ー ジ数や文 字数 の制限は，不 問と するが，極端
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に多 くなら な いよう にする。  

    な お ，別冊資 料 の添付は，不可とする。  

  オ  カラ ー 刷 り，写 真 ・絵・図・表等の挿入は，可とする。  

  カ  ペー ジ 番 号を振 る こと。  

キ  書 類提出 後 の 記 載内容の変 更及 び差し替えは ，不 可とする。  

 (7) その 他 提 案書等の 作 成及び提出に当たっての留意事項  

  ア  費用 負 担 等  

 提 案書等 の 作 成 及び提出並 びにプ レゼンテー ション に際し

て 必要と な る 費用は ，提案書等の提出者の負担とする。  

 ま た，提 出 書 類 及びプレゼ ンテー ションに用 いる資 料中に，

提 案書等 の 提 出者以 外の知的所有権等の権利に係る文章・写

真 ・絵・ 図 ・ 表・映 像・音楽等が含まれるときは，提案書等

の 提出者 の 費 用負担 と責任において，あらかじめ，当該知的

所 有権等 の 権 利を有 する者の許諾を得るものとする。  

  イ  提出 書 類 の取扱 い  

   (ｱ) 理由の 如何 を 問わず返却は行わない。  

(ｲ) 柏 市情報 公 開 条例（平成１ ２年 柏市条例第４ 号） に基づ

く開 示請求 が あった場合は，その対象となる場合がある。  

   (ｳ) 本件プ ロポ ー ザル以外の目的に使用することはない。  

   (ｴ) 選定 作 業 等に必 要な 場合 には，複製を 作成 することがあ

る。  

  ウ  失格 事 項  

    次 の いずれか に 該当する場合は，失格とする。  

   (ｱ) 異なる 提案 を 複数提出したとき。  

   (ｲ) 提出書 類の 記 載に虚偽又は不正があったとき。  

   (ｳ) 提出 書 類 に記載 すべ き内 容の全部又は 一部 の記載がなか

った とき。  

   (ｴ) 予定金 額の 上 限金額を超えるとき。  

   (ｵ) 仕様を 満た さ ない提案であるとき。  

   (ｶ) 参加資 格の 要 件を満たさないことが判明したとき。  

(ｷ) そ の他， 提 案 書等の提出に 際し て不正な行為 があ ったと

き又 はこの 募 集要領に定める手続によらなかったとき。  

  エ  実施 体 制  
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 実 際に受 託 し た 際は，実施 体制計 画書に記載 した体 制と同

程 度（レ ベ ル ）の体 制とするよう努めなければならない。  

  オ  再委 託 等 の禁止  

 受 注者は ， 業 務 の一部を第 三者に 委託し，又 は請け 負わせ

よ うとす る と きは， あらかじめ発注者の承諾を得なければな

ら ない。  

８  審 査項目 ， 審 査方法  

 書類審 査及 びプ レ ゼ ンテーシ ョン 審査に当たっ ては ，別紙１の

プ ロポー ザ ル 審査評価 基 準に基づき，柏市プロポーザル方式選定

委 員会（ 第 １ ０期柏市 高 齢者いきいきプラン２１策定支援業務委

託 ）の選 定 委 員が各１ ０ ０点満点で採点する。各選定委員の採点

結 果を合 計 し ，次の（ １ ）及び（２）の要件を満たす者の中から，

最 高得点 者 を 委託候補 者 として決定する。ただし，最高得点者が

複 数あっ た 場 合には， 委 員長の点数が一番高い最高得点者を委託

候 補者と す る 。また， 応 募が１者のみであった場合においても，

プ レゼン テ ー ションを 実 施し，選定するかを委員会で総合的に判

定 する。  

(1) 合計点 が 満 点の６ ０ ％以上であること。  

(2) プロ ポーザ ル 審 査評価基準 の項 目２，３及び ４の 各項目の採

点 結果が ， 各 項目に お いて満点の６０％以上であること。  

９  プ レゼン テ ー ション  

  プ レゼン テ ー ション は 次のとおり実施する。  

 (1) 日時  

 令 和７年 ５ 月 ２８日 （水）  

※ 日時， 場 所 等の詳 細については，本プロポーザルの参加資

格 を有し ， 提案書 等の提出をした者に対し，別途通知する。  

※順番 につい て は，柏市が抽選を行う。  

※提案 書等 を提 出 し た者が， プレゼ ンテーショ ンに出 席しな

かっ た場合 は ，参加を辞退したものとみなす。  

 (2) プレ ゼ ン テーショ ン の持ち時間  

   プレ ゼ ン テーショ ン に２０分，質疑応答に２０分程度  

※応募 事業者 数 により変更する可能性あり。  

 (3) プレ ゼ ン テーショ ン の出席者  
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  ア  ３名 ま で とする 。  

  イ  責任 者 ま たは主 担 当者を中心に説明すること。  

 (4) その 他  

  ア  プレ ゼン テ ー ションは ，事 前に提出した 企画 提案書に基づ

いて 行うこ と 。  

  イ  当日 の 説 明資料 の 配布は認めない。  

  ウ  プロ ジェ ク タ ーやパソ コン 等の機材の貸 出及 び使用は認め

ない 。  

１０  審査 結 果 通知  

 審査結 果（ 採用 ・ 不 採用の結 果の み）について は， 提案書等の

提 出をし ， プ ロポーザ ル に参加した者（審査結果通知前に参加を

辞 退した 者 （ 参加を辞 退 したものとみなされた者を含む。）を除

く 。）に 対 し ，書面に よ り通知する。  

 なお， 選考 の理 由 ， 結果に対 する 問い合わせ， 異議 等について

は 一切応 じ な い。  

１１  結果 公 表  

 このプ ロポ ーザ ル に より契約 候補 者を決定した とき は，その結

果 を柏市 オ フ ィシャル ウ ェブサイトに公表する。  

１２  契約 手 続  

 最優秀 提案 を踏 ま え た仕様書 を作 成し，最優秀 提案 の提案者と

見 積り合 わ せ の上，契 約 を締結する。  

 なお， 本プ ロポ ー ザ ルにおい て提 案者が提案し た業 務体制を満

た す見込 み が ないと柏 市 が判断した場合は，契約を締結しないこ

と 等があ る 。 その場合 に は，次点者と協議を行う場合がある。  

１３  担当 部 署 及び連絡 先  

柏市健 康医療 部 高齢者 支援課計画調整担当  石川  

〒２７ ７－８ ５ ０５  千葉県柏市柏五丁目１０番１号  

  電 話番号  ０４－７ １ ６８－１９９６（直通）  

  メ ールア ド レ ス  kourei@city.kashiwa.chiba.jp 

１４  その 他  

 (1) こ のプロ ポ ー ザ ルに参加 しな かった場合や ，参 加意思表明の

後 ， 審 査 結 果 通知 の 前 まで に辞 退し た場 合で あっ ても ，今 後 の

入 札等に お い て不利 な 扱いをすることはない。  
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 (2) 交 通渋滞 ・ 通 行 止め等の 道路 事情，公共交 通機 関の遅延・運

休 等 ， 郵 便 事 故， 電 子 メー ルの 通信 事故 等に つい ては ，柏 市 は

い かなる 責 任 も負わ な い。  


